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地
区
計
画
の
変
更
に
関
す
る
素
案

▼
対
象
地
域
＝
岩
崎
町
の
区
域
の

一
部　

▼
縦
覧
期
間
＝
８
月
１
日
（金）
〜
15

日
（金）
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

15
分
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

▼
縦
覧
場
所
＝
都
市
計
画
課
（
田

沼
庁
舎
新
館
２
階
）

【
公
聴
会
】

　

傍
聴
さ
れ
る
方
は
、
当
日
、
直

接
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
公
述
希
望
者
が
い
な
い
場
合
は

開
催
し
ま
せ
ん
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）

▼
日
時
＝
８
月
29
日
（金）
午
後
７
時

か
ら

▼
会
場
＝
田
沼
中
央
公
民
館

【
意
見
申
出
書
】

▼
提
出
期
間
＝
①
用
途
地
域
…
８

月
１
日
（金）
〜
15
日
（金）
（
土
・
日
曜

日
を
除
く
）、
②
地
区
計
画
…
８

月
１
日
（金）
〜
22
日
（金）
（
土
・
日
曜

日
を
除
く
）
▼
提
出
方
法
＝
縦
覧

場
所
に
用
意
し
て
あ
る
所
定
の
用

紙
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

右
記
期
間
内
に
直
接
ま
た
は
郵
送

で
ご
提
出
く
だ
さ
い

〒
３
２
７
‐
０
３
９
８
（
住
所
不

要
）
都
市
計
画
課

■
問
合
せ
＝
同
課
☎
（６１）
１
１
３
１

虐
待
か
ら
子
ど
も
を
守
り
ま

し
ょ
う
！

　

子
ど
も
虐
待
と
は
、
身
体
的
虐

待（
な
ぐ
る
、け
る
、
外
に
閉
め
出

す
な
ど
）、性
的
虐
待
（
性
的
行
為

の
強
要
、
性
行
を
見
せ
る
な
ど
）、

心
理
的
虐
待
（
大
声
な
ど
で
恐
怖

に
陥
れ
る
、
無
視
す
る
、
子
ど
も

に
暴
力
・
暴
行
を
見
せ
る
な
ど
）、

ネ
グ
レ
ク
ト（
保
護
の
怠
慢
、養
育

の
放
棄
・
拒
否
な
ど
）の
４
つ
の
行

為
を
い
い
ま
す
。

　

子
ど
も
へ
の
虐
待
を
見
か
け
た

り
、
子
ど
も
の
様
子
が
変
だ
と
感

じ
た
ら
、
迷
わ
ず
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

■
連
絡
先
＝
児
童
相
談
所
全
国

共
通
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０

（
０
６
４
）０
０
０
、
児
童
虐
待
緊

急
ダ
イ
ヤ
ル
（
夜
間
、
土
・
日
曜

日
・
祝
日
）
☎
０
２
８（
６
６
５
）

３
６
７
７
、
佐
野
市
児
童
虐
待

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
☎
（２１）
６
７
７
２

子
ど
も
の
養
育
に
関
す
る

悩
み
相
談
を
受
け
付
け
ま
す

　

家
庭
児
童
相
談
室
で
相
談
を
お

受
け
し
て
い
ま
す
。
相
談
は
無
料

で
、
秘
密
は
守
り
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
＝
同
室
☎
（２０）
３
０
０
２

運
動
公
園
プ
ー
ル
営
業
中

▼
営
業
期
間
＝
８
月
31
日
（日）
ま
で

午
前
９
時
〜
午
後
６
時

▼
料
金
＝
一
般
（
高
校
生
以
上
）

320
円
、
中
学
生
以
下
100
円
、
４
歳

未
満
無
料

※
今
年
度
は
安
全
の
確
保
が
で
き

な
い
た
め
、
ス
ラ
イ
ダ
ー
プ
ー
ル

は
利
用
で
き
せ
ん

■
問
合
せ
＝
同
公
園
管
理
事
務
所

☎
（２５）
０
４
０
３

足
利
佐
野
都
市
計
画
の
素
案

に
関
す
る
縦
覧
お
よ
び
公
聴

会
を
開
催

　

佐
野
岩
崎
産
業
団
地
の
都
市
計

画
案
の
作
成
に
あ
た
り
、
広
く
市

民
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
反
映
す

る
た
め
、
素
案
を
縦
覧
す
る
と
と

も
に
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

こ
の
都
市
計
画
の
素
案
に
意
見

の
あ
る
方
は
、
市
長
に
意
見
申
出

書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
、
希

望
が
あ
れ
ば
、
公
聴
会
で
公
述
人

と
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
（
公
述
を
希
望
す
る
際
は

事
前
に
意
見
申
出
書
を
提
出
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
）。

▼
素
案
の
名
称
＝
①
足
利
佐
野
都

市
計
画
用
途
地
域
の
変
更
に
関
す

る
素
案
、
②
足
利
佐
野
都
市
計
画

消費生活センターからのお知らせ

子どものボタン電池の誤飲に注意！！

　ボタン電池はおもちゃや時計、体温計、家電製品

のリモコンなど日常生活で子どもが簡単に手にできる

さまざまな製品に幅広く使われています。

「子どもがボタン電池を飲み込んでしまった」

「鼻の穴に入れてしまった」

　このような時は、医療機関を受診してください。電

池の種類が確認できれば医師に伝えてください。

　ボタン電池が使われている製品を点検し、電池蓋

が外れやすくなっていないか確認しましょう。

　また、保管、廃棄方法にも気をつけましょう。

■問合せ＝消費生活センター（田沼庁舎本館１階）

　☎（６１）１１６１　※平日午前９時～午後４時

　消費者ホットライン☎０５７０（０６４）３７０

　※土・日曜日、祝日のみ　

クリーン推進課からのお知らせ

高齢や障がいなどで、ごみ出しが困難な世帯に対し

「ふれあい収集」を実施しています

　ごみを自分でごみステーションに

出せない方のために、市では職員が

自宅へ訪問し、ごみを収集するとと

もに安否確認を行います。

　対象となるのは、65 歳以上で要

介護１以上の認定を受けている方、または障害者

手帳などをお持ちの方で、親族や近隣の方などの

協力が得られない方からなる世帯です。

　申請方法など詳細は、クリーン推進課（みかも

クリーンセンター内）へお問

い合わせください。

■問合せ＝

　同課☎（２３）８１５３
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皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

け
を
終
了
し
ま
す
。

■
問
合
せ
＝
危
機
管
理
課
☎
（２０）
３

０
５
６

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の

刃
物
と
ぎ

　

料
金
な
ど
は
直
接
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
大
橋
シ
ル
バ
ー

ワ
ー
ク
プ
ラ
ザ
、
田
沼
・
葛
生
の

連
絡
所
で
も
随
時
開
催
中
で
す
。

▼
日
時
＝
９
月
10
日
（水）
午
前
９
時

〜
午
後
４
時　

▼
会
場
＝
大
橋
シ

ル
バ
ー
ワ
ー
ク
プ
ラ
ザ　

■
問
合

せ
＝
同
セ
ン
タ
ー
☎
（２３）
７
７
６
５

楽
習
講
師
企
画
講
座

　

申
込
は
、
生
涯
学
習
課
☎
（６１）
１

１
７
４
へ
。

●
優
し
い
心
・
思
い
や
り
の
心
を

絵
手
紙
に

　

感
動
し
た
身
近
な
モ
チ
ー
フ
を

添
え
た
手
紙
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

▼
日
時
＝
８
月
11
・
18
・
25
日
の

月
曜
日（
全
３
回
）午
後
１
時
30
分

〜
３
時
30
分　

▼
会
場
＝
佐
野
市
中
央
公
民
館

▼
講
師
＝
千
金
楽
恒
水
さ
ん　

▼
定
員
＝
先
着
15
人
（
無
料
）

▼
持
ち
物
＝
書
道
具
一
式
、
絵
の

具
一
式
、
和
紙
ハ
ガ
キ

●
み
ん
な
で
ワ
ル
ツ

　

２
会
場
で
開
催
し
ま
す
。
今
年

度
新
し
く
振
付
し
て
発
表
さ
れ
た

ワ
ル
ツ
で
す
。
動
き
や
す
い
靴
で

お
越
し
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
＝
成
人　

▼
講
師
＝
井
上

千
枝
子
さ
ん　

▼
費
用
＝
無
料

○
城
北
地
区
公
民
館

▼
日
時
＝
８
月
20
日
（水）
、
９
月
３

日
（水）
午
後
７
時
30
分
〜
８
時
30
分

▼
定
員
＝
先
着
10
人

○
佐
野
市
中
央
公
民
館

▼
日
時
＝
８
月
28
日
（木）
、
９
月
４

日
（木）
午
後
２
時
〜
３
時　

▼
定
員
＝
先
着
20
人

●
マ
タ
ニ
テ
ィ
ー
向
け
！
お
腹
の

上
か
ら
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ

▼
日
時
＝
８
月
16
日
（土）
午
前
11
時

〜
正
午　

▼
会
場
＝
城
北
地
区
公

民
館　

▼
対
象
＝
マ
タ
ニ
テ
ィ
ー

の
方　

▼
講
師
＝
柏
倉
美
香
さ
ん

▼
定
員
＝
先
着
10
人

▼
費
用
＝
500
円

パ
レ
ッ
ト
プ
ラ
ザ
さ
の
講
座

　

男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー

（
パ
レ
ッ
ト
プ
ラ
ザ
さ
の
）で
開
催

し
ま
す
。
申
込
は
人
権
・
男
女
共

同
参
画
課
☎
（２７）
２
３
５
４
へ
。

※
そ
れ
ぞ
れ
男
女
共
同
参
画
ネ
ッ

講

座

ト
ワ
ー
ク
さ
の
各
団
体
の
主
催
で

開
催
し
ま
す

●
親
子
で
楽
し
む
読
み
聞
か
せ
会

　

パ
パ
も
マ
マ
も
み
ん
な
で
絵
本

の
読
み
聞
か
せ
、
紙
芝
居
、
手
遊

び
な
ど
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

▼
日
時
＝
８
月
23
日
（土）
午
前
10
時

30
分
〜
正
午　

▼
定
員
＝
先
着
親
子
15
組（
無
料
）

●
メ
デ
ィ
カ
ル
ハ
ー
ブ
と
は

「
セ
ル
フ
ハ
ン
ド
ト
リ
ー
ト
メ
ン

ト
を
学
ぶ
」

　

ハ
ー
ブ
テ
ィ
を
飲
み
な
が
ら
、

ハ
ー
ブ
を
学
び
ま
し
ょ
う
。

▼
日
時
＝
９
月
７
日
（日）
午
後
１
時

30
分
〜
３
時　

▼
講
師
＝
近
藤
章

子
さ
ん　

▼
定
員
＝
先
着
30
人

▼
費
用
＝
300
円（
材
料
費
）

▼
持
ち
物
＝
フ
ェ
イ
ス
タ
オ
ル
２

枚　●
み
ん
な
の
ヨ
ガ（
初
心
者
向
け
）

　

８
月
11
日
（月）
か
ら
受
け
付
け
し

ま
す
。

▼
日
時
＝
９
月
８
日
（月）
・
29
日
（月）

（
全
２
回
）午
前
10
時
30
分
〜
正
午

▼
講
師
＝
神
山
慶
さ
ん
（
全
米
ヨ

ガ
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
認
定
イ
ン
ス
ト

ラ
ク
タ
ー
）

▼
定
員
＝
先
着
15
人（
無
料
）

▼
持
ち
物
＝
タ
オ
ル
、
飲
み
物
、

ヨ
ガ
マ
ッ
ト（
お
持
ち
の
方
）

佐
野
市
の
中
小
企
業
者
向
け

融
資
制
度
を
ご
紹
介
し
ま
す

　

お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

①
融
資
の
種
類　

▼
対
象
＝
市
内
で
１
年
以
上
同
一

事
業
を
営
む
中
小
企
業
者　

○
経
営
安
定
資
金

▼
資
金
使
途
＝
商
品
、
原
材
料
の

仕
入
、
買
掛
金
の
支
払
、
手
形
決

済
な
ど
営
業
に
必
要
な
運
転
資
金

▼
融
資
額
＝
２
千
万
円
以
内　

▼
融
資
期
間
・
利
率
＝
３
年
以
内

1.5
％
、
５
年
以
内
1.8
％
、
７
年
以

内
2.1
％

○
緊
急
特
別
支
援
資
金

▼
資
金
使
途
＝
営
業
に
必
要
な
急

を
要
す
る
運
転
資
金　

▼
融
資
額
＝
700
万
円
以
内　

▼
融
資
期
間
・
利
率
＝
５
年
以
内

1.5
％

※
こ
の
他
に
も
設
備
資
金
、
小
規

模
企
業
者
資
金
、
開
業
資
金
な
ど

の
各
種
メ
ニ
ュ
ー
が
あ
り
ま
す

②
信
用
保
証
料
の
補
助

▼
対
象
＝
市
制
度
融
資
を
利
用
す

る
中
小
企
業
者　

▼
保
証
料
＝
市
が
全
額
負
担
（
融

資
金
額
１
千
万
円
ま
で
）

③
融
資
期
間
の
延
長

▼
対
象
＝
市
制
度
融
資
の
返
済
に

支
障
が
あ
る
中
小
企
業
者　

▼
内
容
＝
融
資
期
間
を
最
大
５
年

延
長
可
能

④
市
制
度
融
資
の
借
換
が
可
能

▼
対
象
＝
借
換
に
よ
り
月
々
の
返

済
の
軽
減
化
が
図
ら
れ
る
中
小
企

業
者　

▼
内
容
＝
運
転
資
金
の
同

額
借
換
、
増
額
借
換

■
問
合
せ
＝
商
工
課
☎
（６１）
１
１
９

２佐
野
市
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品

券
２
０
１
４
の
利
用
方
法

　

次
の
点
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
券
面
金
額
未
満
の
利
用
の
場

合
、
つ
り
銭
は
出
ま
せ
ん

○
購
入
後
の
払
い
戻
し
は
一
切
し

ま
せ
ん

○
税
金
な
ど
、
国
や
地
方
公
共
団

体
へ
の
支
払
い
は
で
き
ま
せ
ん

○
有
効
期
限
（
平
成
26
年
12
月
31

日
）
を
過
ぎ
る
と
利
用
で
き
ま
せ
ん

■
問
合
せ
＝
佐
野
商
工
会
議
所　

☎
（２２）
５
５
１
１

「
り
災
証
明
書
」の
新
規
の
受

け
付
け
を
終
了
し
ま
す

　

平
成
26
年
２
月
の
大
雪
で
家
屋

な
ど
が
被
害
に
遭
わ
れ
た
方
へ
発

行
し
て
い
た「
り
災
証
明
書
」
は
、

８
月
末
を
も
っ
て
新
規
の
受
け
付


